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札幌ステーション協議会
菅原 由美子

訪問看護ステーションの動向

資料１



◆訪問看護ステーション設置数の推移

9,735ヶ所開設（平成29年4月1日現在）※１ 増加傾向に！

◆訪問看護従事者数の推移 増加傾向に！

訪問看護師（保健師、助産師、准看護師を含む） 5万人※２

訪問看護ステーション従事者 7.3万人 ※２

◆１ステーションあたり従事者（常勤換算） 増加傾向に！
訪問看護師 （保健師、助産師、准看護師を含む） 4.8人※２

従事者合計（+リハビリ職員・事務職） 6.5人※２

◆訪問看護利用者 約51万人※２ 増加傾向に！

※１ 平成29年度訪問看護ステーション数調査（全国訪問看護事業協会）
※２ 平成27年介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省統計情報部）

訪問看護ステーションの現状の概況
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訪問看護の現状

① 訪問看護の利用者ニーズは増加、多様化、複雑化している

・小児、がん、神経難病、精神科疾患等が増えている。

・医療処置を必要とする利用者が増えている。

② 訪問看護事業所規模は小さく、業務が非効率であり、スタッフの負担が大きい。

③ 事業所規模が小さいほうが経営状況が悪く、かつ、24時間対応ができてない

④ 訪問看護に従事する人材が極めて不足している。しかし③のため、新たに雇用

できる環境にはない

⑤ ニーズは24時間、重度化対応、柔軟な訪問であるが、今の現状では対応できな

い可能性が大きい
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青：平成5年～平成11年 訪問看護実態調査（厚生労働省統計情報部）
青：平成12年～平成27年 介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省統計情報部）
赤：平成22年～平成29年 訪問看護ステーション数調査（全国訪問看護事業協会）
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札幌市の現状

• 札幌市も例外では無く、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝは増加

• 2014年は90前後だったステーションが

現在は180数箇所以上に。

介護保健のみ扱っているステーションをいれる

と、200ヶ所以上に
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札幌市のステーションの現状
小児の学習会を、札幌市、稲生会の土畠先生、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝくま
さんの手の支援を受けて行った。

札幌市内のステーションにアンケート調査を行っていないため、どのく
らいのステーションが、小児を受け入れているかは不明。

ステーション協議会の10区の役員の所では受け入れは無い現状。

勤医協では

リハビリ希望で、しのろ・東ステーションで受け入れ。

きくすいステーションでは現在成人となった方2名の訪問を行ってい
る。逝去されたが、柏ケ丘訪看で１名入浴介助。

室蘭市では、市との契約で間欠導尿で、障害児学級へ訪問。
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◎ 「特別な関係」にあたる場合も算定可能となるよう見直す

他機関・多職種との連携強化

○ 退院時共同指導加算の引き上げ・要件緩和

○ 訪問看護情報提供日の算定対象拡大・要件見直し

（学校及び医療機関等への情報提供の評価区分を新設）

○ 診療報酬でも「看護・介護職員連携加算」を創設

（介護職員の喀痰吸引等実施に係る支援）

○ 複数の事業所が訪問看護を行っている場合の連携強化

その他

○ 精神科訪問看護基本療養費（Ⅱ）の廃止

○ 連携する医師による訪問看護指示の見直し
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３．訪問看護情報提供療養費の見直し（

＜現行＞ ＜改定後＞

訪問看護情報提供療養費 1,500円／月１回 訪問看護情報提供療養費１※1 1,500円／月１回
訪問看護情報提供療養費２※2 1,500円／月１回
訪問看護情報提供療養費３※3 1,500円／月１回

改 ※１ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該市町村等からの求めに応じて情報を
提供した場合

新 ※２ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該義務教育諸学校に、入学時、転学時
等により初めて在籍することとなる利用者について、当該義務教育諸学校からの求めに
応じて情報を提供した場合

新 ※３ 保険医療機関等に入院し、又は入所する利用者について情報を提供した場合

訪問看護ステーションと関係機関の連携強化）
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⑦訪問看護ステーションと関係機関の連携強化
基本的な考え方

訪問看護ステーションの利用者に関わる地域の関係機関との連携を推進するため、自治体へ
の情報提供について利用者の状態等に基づき、要件を見直すとともに、医療的ケアが必要な
小児が通う学校へ医療的ケアの方法等の 情報提供をした場合の評価を新設する。
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２． 医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、訪問看護ステーションか

ら訪問看護に係る情報を学校へ提供した場合の評価を新設する。

(新) 訪問看護情報提供療養費 ２ 1,500 円

[算定要件］

• 別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、小学校又は中学校に入学や転学

時等の当該学校に初めて在籍する利用者について、訪問看護ステーションが、利用者

の同意を得て、学校からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必

要な情報を提供した場合に、利用者1 人につき月１回に限り算定する。

他の訪問看護ステーションにおいて、学校に対して情報を提供することにより訪問看護

情報提供療養費２を算定している場合は、算定しない。

[算定対象］

訪問看護ステーションに対し、学校より指定訪問看護に関する情報提供が必要である

との求めがあった利用者で次のいずれかに該当するもの

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の 15 歳未満の小児

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる 15 歳未満の小児

(3) 15 歳未満の超重症児又は準超重症児
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⑧ 喀痰吸引等を実施する介護職員等との連携の推進

基本的な考え方
喀痰吸引等の医療が継続的に必要な者が在宅で療養生活を継続することができるよう、医師

の指示 の下、介護職員等が喀痰吸引等を実施している場合について、訪問看護ステーショ
ンが喀痰吸引等の 業務を行う介護職員等の支援を行った場合の連携に関する評価を設ける。

具体的な内容
訪問看護ステーションが、喀痰吸引等を行う介護職員等の支援を行った場合の評価を設ける。

( 新) 看護・介護職員連携強化加算 2,500 円

[算定対象］
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろう

による経管栄養又は経鼻経管栄養（以下「喀痰吸引等」という。）を必要とする者

次ページへ続く
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続き

[算定要件］

(1) 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろ
うによる経管栄養 又は経鼻経管栄養を必要とする利用者に対して、訪問看護ステーショ
ンの看護職員が、喀痰吸引等を行う介護職員等に対し、利用者の病態の変化に応じて、医
師の指示の下、以下について支援・連携した場合に算定する。

・ 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
・ 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について確認
・ 利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席

(2) 当該加算は、(1)の介護職員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月
の初日 の指定訪問看護の実施日に加算する。

(3) 24 時間対応体制加算を届け出ている場合に算定可能であること。
(4) 当該加算は、1 人の利用者に対し、１つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定でき

る。
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５．機能強化型訪問看護管理療養費の見直し

＜現行＞ ＜改定後＞
イ機能強化型訪問看護管理療養費１ 12,400円

ロ機能強化型訪問看護管理療養費２ 9,400円

ハイ又はロ以外の場合 7,400円

イ機能強化型訪問看護管理療養費１ 12,400円

ロ機能強化型訪問看護管理療養費２ 9,400円

ハ機能強化型訪問看護管理療養費３ 8,400円

ニイからハまで以外の場合 7,400円

[施設基準]
・特定相談支援事業所等が併設されている場合にも届出が可能となるよう要件を見直し
機能強化型訪問看護管理療養費１、２について居宅介護支援事業、特定相談支援事業又は障害児相談
支援事業を行うことができる体制が整備されていること。

・療養通所介護事業所等の指定を受けている事業所を併設している場合、人員の基準を緩和
機能強化型訪問看護管理療養費１、２について訪問看護ステーションの同一敷地内に療養通所介護事
業所、児童発達支援を行う事業所又は放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、当
該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所の常勤職員
のうち１人まで当該訪問看護ステーションの常勤職員の数に含めてよい。
次ページへ
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⑩ 複数の実施主体による訪問看護の連携強化
訪問看護管理療養費の見直し

【 算定要件］
・情報の共有
１人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において指定訪問看護及
び管理を行う場合は、訪問看護ステーション間及び訪問看護ステーション・保険医療機関間に
おいて十分に連携を図ること。具体的には、指定訪問看護の実施による利用者の目標の設定、
計画の立案、指定訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。

・理学療法士等の訪問看護の適正化
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者について、訪問看
護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものと
し、看護職員（准看護師を除く。）と理学療法士等が連携し作成すること。また、訪問看護計
画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化
等に合わせ定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を含むこと。

※ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料
についても同様
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改定案
【在宅患者連携指導加算】

算定要件］ 削除
・連携している複数の訪問看護ステーションそれぞれで算定可能。
・特別の関係にある保険医療機関との連携の場合も算定できる。

【在宅患者緊急時等カンファレンス加算】

［算定要件］
・連携している複数の訪問看護ステーションそれぞれで算定可能。

・特別の関係にある保険医療機関との連携の場合も算定できる。

・複数の訪問看護ステーションのみが参加しカンファレンスを行った場合は、所定額は算定しない。

・一定の条件の下で情報通信技術（ＩＣＴ）を用いたカンファレンス等を組み合わせて開催できる。

・居宅介護支援事業者の介護支援専門員若しくは相談支援専門員の連携が追加された。
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⑫ 24 時間対応体制の評価の見直し
基本的な考え方
利用者が地域で安心して療養生活を送れるよう、訪問看護ステーションによる 24 時間対応体制の内容を
明確化し、評価を充実するとともに、24 時間連絡体制の評価を廃止することで、24 時間の対応体制の
整備を推進する。

具体的な内容
24 時間連絡体制加算を廃止し、24 時間対応の評価を１本化する。

24時間連絡体制加算 2,500円 （削除）

改定 【24時間対応体制加算】 5,400円 ⇒ 6,400円

［算定要件］
ア 注２に規定する 24時間対応体制加算は、必要時の緊急時訪問に加えて、営業時間外にお
ける利用者や家族等との電話連絡及び利用者や家族への指導等による日々の状況の適切な
管理といった対応やその体制整備を評価するものである。

イ 24時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求
められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて
行う体制にあるものとして地方厚生（支）局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、
保健師又は看護師が指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明
し、その同意を得た場合に、月１回に限り所定額に加算すること
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⑬ 理学療法士等の訪問看護の適正化

基本的な考え方
利用者の全体像を踏まえた効果的な訪問看護の提供を推進するために、理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）によって提供される訪問看護につい
て、看護職員と理学療法士等が連携して実施することを明確化する。

具体的な内容
理学療法士等によって提供される訪問看護について、看護職員と理学療法士等の連携が求め
られることを明確化する。

改定
【訪問看護管理療養費】
［算定要件］

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護
計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看

護職員（准看護師を除く。）と理学療法士等が連携し作成すること。また、訪問看護計画書及び訪問看護
報告書の作成にあたっては、訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ定期的な看
護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を含むこと。
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⑭ 複数名による訪問看護の見直し

基本的な考え方
複数名訪問看護加算について算定方法を見直し、評価を充実する。また、看護職員が看護
補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合、利用者の身体的理由においても算定
可能となるよう要件を見直す。

具体的な内容
１．複数名による訪問看護加算について算定方法と評価を見直す。

現 行
【複数名訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】

注12 イ又はロの場合にあっては週１回を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の保健師、助産師、看護師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と同時に指定訪問看護を行う場合 4,300円
ロ （略）
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を

行う場合 3,000円
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つづき

改定案

【複数名訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】
注12 イ又はロの場合にあっては週１日を、ハの場合にあっては週３日を限度として算

定する。

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の保健師、助産師、看護師、
理学療 法士、作業療法士又は言語聴覚士と同時に指定訪問看護を行う場合

4,300円 ⇒ 4,500円
ロ （略）
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看

護を行う場合（別に厚生労働大臣が定める場合を除く。） 3,000円

ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看
護を行う場合（別に 厚生労働大臣が定める場合に限る。）

(1)１日に１回の場合 3,000円
(2)１日に２回の場合 6,000円
(3)１日に３回以上の場合10,000円
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医療的ケアが必要な児への対応の評価
基本的な考え方

在宅で療養しながら生活する小児への支援を充実するために、医療的ケアが必要な児への長時
間の訪問看護を評価する。

乳幼児への訪問看護を推進するために、乳幼児加算及び幼児加算の評価を充実する。
具体的な内容

１．長時間訪問看護加算を週３日まで算定可能な患者の対象に、医療的ケアが必要な児を加える。
現 行
【長時間訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】

別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等
が、長時間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪問看護加算として、週１日
（15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週３日）を限度として、5,200円を所

定額に加算する。
改定案
【長時間訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】

別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等
が、長時 間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪問看護加算として、週１日（別に厚生

労働大臣が定 める者の場合にあっては週３日）を限度として、5,200円を所定額に加算する。
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つづき
［算定対象］
イ 15歳未満の超重症児又は準超重症児
ロ 15歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様

２．乳幼児加算及び幼児加算の評価を充実する。

現 行
【乳幼児加算・幼児加算（訪問看護基本療養費）】 （１日につき） 500円

改定案

【乳幼児加算（訪問看護基本療養費）】 （１日につき） 1,500円

※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様
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小児以外の介護保険の訪問看護の流れ
• 1・入院中の方は、病院に訪問しカンファランスを行う

• 2・退院後自宅に、各サービス機関が集まり、サービス担当者会議を
行い、ケアマネが作ったケアプランが発行され、訪問が開始。

• 3・福祉用具やサービス内容が変更するごとに、サービス担当者会議
が行われ、ケアプラン発行。訪問看護は、ケアプラン発行ごとに看護
計画の作成がある。ケアプランと指示書に沿った看護計画作成

• 4・訪問時間は２０分から９０分までサービス内容によって決められて
いる。

• 5・入院以外は２からの流れで行われている。

多い所で、月に１０数件のケースの入れ替えがある。
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ありがとうございました。
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